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平成 29年 2月 10轟      ・

日の里 5丁目町内会の皆様ヘ

日の里5丁 目町内会

町内会長 訟永秀繊

燃やすゴミ (草本)の出し方について (お願い)

平素は5丁目町内会の運営にご協力いただき、誡にありがとうご

ざしヽます。

標記の件ですが、燃やすゴミ出しの際、草本等を宗像市指定のゴ

ミ袋を使用しないで捨てられていたことがありました。

※指定袋以外のゴミ袋では、回収されません。

草木等を燃やすゴミとして出すことはできますが、必ず宗像市指

定のゴミ袋を使用してください。

また、燃やすゴミの出し方と注意点を、311紙の説明書を確認して

出されますよう、皆様のご協力よろしくお願しヽします。


